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女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画の実施状況・公表事項 

 

大船渡市 令和７年 12 月公表  

 

 女性活躍推進法に基づく大船渡市における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行

動計画（第２期）における実施状況及び公表事項について、次のとおり公表します。 

 なお、令和６年度については、令和７年２月に発生した大規模林野火災への対応のため、

定年退職及び一部の人事異動の実施時期を例年より１か月遅らせたことから、４月１日現

在の数値においては、前年度と比較して、女性職員の割合について人事異動時期の変更によ

る影響があります。 

１ 主な取組内容 

 (1) 女性職員の採用関係 

・職員募集サイトにおいて、女性が大船渡市役所で働くイメージを持てるよう、女性の

在職職員の業務内容等を紹介した。 

 (2) 女性職員の登用関係 

・人事異動の自己申告制度において申告した職員のキャリアデザインについてヒアリ

ングを行った。 

 (3) 仕事と家庭の両立関係 

・職員の妊娠・出産・育児と仕事の両立を支援するため、「妊娠・出産・育児と仕事の

両立支援ガイドブック」を作成し、周知を図った。 

・男性職員に育児休業等に関する情報を提供し、育児参画の取組を促進した。 

 (4) 長時間勤務関係 

・「時間外勤務の縮減に係る指針」を策定し、部署ごとに時間外勤務の目標時間数を設

定し、時間外勤務の縮減に取り組んだ。 

・事務事業の緊急度や優先度を見極めて統廃合や廃止を推進した。 

・特定職員に業務が集中しないように業務配分の平準化を図り、時間外勤務の縮減に努

めた。 

・時間外勤務の多い職場を対象に、人事担当がヒアリングを行い、課題解決に努めた。 

・業務の効率化に資する取組等を職員から募集し、業務改善に取り組んだ。 

 

２ 数値目標の達成状況について 

数値目標（目標年次：令和７年度） 

(1) 女性職員の採用関係 

《目標１》採用者の女性割合を 50％程度にする。 

Ｒ６.４.２～Ｒ７.４.１ 53.3％ 

(2) 女性職員の登用関係 

《目標１》管理職（部長級、課長級）に占める女性割合を 18％以上にする。 

Ｒ７.４.１ 15.6％ 

《目標２》監督職（課長補佐級、係長級）に占める女性割合を 30％以上にする。 

Ｒ７.４.１ 29.4％ 
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(3) 仕事と家庭の両立関係 

《目標１》男性職員の育児休業の取得割合を 30％以上にする。 

令和６年度 100％ 

 

《目標２》男性職員の配偶者出産休暇の取得割合を 100％にする。 

令和６年度 87.5％ 

《目標３》男性職員の育児参加休暇の取得割合を 100％にする。 

令和６年度 50.0％ 

(4) 長時間勤務関係 

《目標１》職員１人当たりの各月の正規の勤務時間を超えて勤務した時間を 12 時間

以下にする。 

令和６年度 14 時間 00 分 

《目標２》職員の年次休暇の平均取得率を 30％以上にする。 

令和６年度 31.8％ 

 

３ 女性の職業選択に資する情報 

(1) 採用した職員に占める女性の割合（令和６年４月２日～令和７年４月１日） 

一般事務職員 53.8％  保健師 100％ 

建築技師 0.0％    

(2) 採用試験の受験者に占める女性の割合（令和６年度中に実施した採用試験） 

一般事務職員 43.5％  保健師 100％ 

建築技師 0.0％    

(3) 職員に占める女性の割合（令和７年４月１日） 

一般事務 30.1％  学芸員 40.0％ 

土木技師 7.7％  保育教諭 100％ 

建築技師 28.6％  栄養士 100％ 

電気技師 0.0％  運転手 0.0％ 

医師・歯科医師 0.0％  用務員・作業員 5.6％ 

看護師・医療技師 100％  調理員 100％ 

保健師 100％  介護支援専門員 100％ 

社会福祉士 100％  全体 35.6％ 

(4) 各役職段階にある職員に占める女性の割合（令和７年４月１日） 

部長級 9.1％  課長補佐級 20.6％ 

課長級 17.6％  係長級 36.5％ 

 (5) 職員の男女別の育児休業取得率（令和６年度）   

男性 100％  女性 100％ 

 (6) 年次休暇取得の状況（令和６年度） 

平均取得日数 12.4 日 

 


